
別添１ 

平成２７年度家庭的保育事業等指導検査基準（案） 

 

１ 家庭的保育事業等が遵守しなければならない基準と指導検査の対象 

 子ども・子育て支援新制度における「教育・保育給付」の対象となるために、家庭

的保育事業等は「認可」と併せて「確認」を受ける必要があり、認可基準及び運営基

準を遵守する必要がある。 
 

認可：目的に合致した基準を満たしていること 

確認：給付対象事業であること 

 

 ただし、「確認」を受けず「教育・保育給付」の対象とならない場合も、区の認可権限

に基づく指導検査の対象となる。 

 

（参考）認可、確認及び指導検査権限一覧  
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児：児童福祉法、こ：就学前のこどもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（こども園法）、学：学

校教育法、支：子ども・子育て支援法、私：私立学校振興助成法、地：地方自治法 

※１ 地方裁量型認定こども園を構成する施設が、認可外保育施設であれば、従前どおり都は指導検査を実施する。 

※２ 認定こども園の認定は、就学前のこどもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき都が

行う。 

※３ 幼稚園の認可は、東京都事務処理特例条例により昭和28年から区へ権限委譲されている。 

 



２ 平成２７年度家庭的保育事業等指導検査基準（案）の特徴（保育所との比較） 

 ①確認を受けた特定地域型保育事業も確認を受けない家庭的保育事業等にも適用する。 

 ただし、確認を受けない家庭的保育事業等には、子ども・子育て支援法に基づく項

目は適用しない。 

②保育所と異なり、利用者は事業者と利用契約を締結し、利用料は事業者に支払う。 

③運営に要する費用を委託費として支弁するため、一定の使途制限が定められた私立

保育所と異なり、運営費に使途制限が設けられていない。 

④保育所が区運営条例第１５条の規定により保育所保育指針に基づき特定教育・保育

の提供を行うことに対して、特定地域型保育事業については、同条例第４４条の規定

により、確認を受けない家庭的保育事業等については、児童福祉法第２８条の規定に

より、保育所保育指針に準じて保育の提供を行うことが定められている。 

   

３ 関係法令等 

・平成２４年８月２２日号外法律第６５号「子ども・子育て支援法」 

・平成２６年６月１３日号外政令第２１３号「子ども・子育て支援法施行令」 

・平成２６年６月９日内閣府令第４４号「子ども・子育て支援法施行規則」 

・平成２６年４月３０日付内閣府令第３９号「特定教育・保育施設及び特定地域型保 

 育事業の運営に関する基準」 

・平成２６年９月３０日条例３７号「世田谷区特定教育・保育施設及び特定地域型保 

 育事業の運営の基準等に関する条例」 

・平成２７年３月３１日内閣府告示第４９号「特定教育・保育、特別利用保育、特別 

 利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保  

 育に要する費用の額の算定に関する基準等」 

・平成２７年３月３１日府政共生第３４９号、２６文科初第１４６３号、雇児発 

 ０３３１第１０号通知「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」 

・平成２７年３月３１日府政共生第３５０号、２６文科初第１４６４号、雇児発 

 ０３３１第９号通知「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の 

 制定に伴う実施上の留意事項について」 

 ・昭和２２年１２月１２日法律第１６４号「児童福祉法」 

 ・昭和２３年３月３１日政令第７４号「児童福祉法施行令」 

 ・昭和２３年３月３１日厚生省令第１１号「児童福祉法施行規則」 

 ・昭和６２年３月３１日規則３３号「世田谷区児童福祉法の施行に関する規則」 

 ・平成２６年９月３０日条例３５号「世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運営の基

準に関する条例」 

 ・平成２６年９月３０日規則７６号「世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運営の基

準に関する条例施行規則」 

 ・平成２７年９月３０日「２７世保認調第５２９号特定教育・保育施設、特定地域型

保育事業及び家庭的保育事業等に係る指導検査実施要綱」 


